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令和３年度消費者月間統一テーマ 

「“消費”」で築く新しい日常 
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする生活用

品の買い占め、買いだめなどが発生しました。また、個人等による誤った風説

や心理的に不安定な状態となっている消費者に付け込む悪質商法等により、合

理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生しています。 

このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動 

を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められて

います。 

そこで、消費者一人一人が「新しい日常」におい 

て、より良い消費行動について考え、こうした社会 

情勢の変化に適切に対応することができるきっかけ 

となるよう令和３年度の消費者月間においては、 

「“消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして 

掲げます。 
 

※ 令和３年度消費者月間統一テーマ（消費者庁）より一部抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆ お知らせ ◆ 

これまで毎月１回発行していました「墨田区消費者ニュース」は、次号か

ら年４回（６・９・１２・３月予定）の発行に刷新させていただき、ページ

数を増やしてお届けいたします。 

内容については、高齢者への注意喚起を中心に掲載する予定です。なお、 

消費生活一般に関連する記事につきましては、区ホームページをご覧いただ

きますようお願い申し上げます。 



 

 

 

【相談事例】                       
２ＤＫの賃貸マンションに４年間住んで退去した。 

ペット可の物件で犬を飼っていたが、フローリングに傷をつけたので全

面張り替えることになった。 

犬が入っていない部屋の分も請求され、２６万円と高額で不満だ。また、

契約書の特約に、ハウスクリーニング代は借主負担とあるが、６万円の請求

で相場より高いと思う。減額交渉は可能だろうか。 

【アドバイス】                       

ペット可の賃貸マンションが増えましたが、退去時には修理代等が高額

になる傾向があります。賃貸の原状回復の考え方は、国土交通省のホーム

ページにある「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認するこ

とができます。 

部屋に傷等がなければフローリングの張替代について交渉をすることに

なります。また、動物特有の臭いが付着していることも多く、臭いの除去や

消毒をする場合はハウスクリーニング代が高額になります。 

ペット可の物件であっても、ペットによる損耗は借主負担になることが

多いので注意してください。なお、ペット禁止の物件で動物を飼うのは違反

です。賠償責任を問われることになりますので絶対にやめましょう。 

「ペット可」の賃貸マンションを退去したら 

高額な修理代を請求された！ 


